
 

 

 

■実施状況                                            ＜令和８年６月時点＞ 

交付限度額 1億 0982万円     

うち令和７年度 交付決定額 1億 0982万円（100%） 

うち令和８年度 交付決定額 0円（0%） 

残額 0円（0%） 

 

■主な事業概要 ※規模の大きい事業を最大５つ程度記載（詳細は別途実施計画をご覧ください） 

生活者支援 

◆井手町プレミアム付き商品券物価高騰対応発行補助事業  事業費：５，６００万円  ※食料品特別加算を活用 

 井手町商工会のプレミアム付き商品券発行事業（１万３千円相当の商品券を１万円で販売）について、３割のプレミアム分と発行に係る事業費分を補助。 

 令和８年３月２１日から行う第１弾と令和８年夏ごろに行う第２弾の２回に分けて補助を実施。 

販売額１億５，０００万円の３割のプレミアム分４，５００万円及び事務費分１，１００万円 

◆物価高騰対策学校給食費支援事業（令和７・８年）  事業費：１，２８０万円  ※食料品特別加算を活用 

 物価高騰等に係る食材費高騰分について、保護者の負担なく給食を適切に提供できるよう物価高騰分（約３５％）を補助。 

 令和７年度事業費５８０万円 令和８年度事業費７００万円 

◆物価高騰対策上下水道使用料等減免事業  事業費：５，３７０万円 

 住民生活や事業者への支援として水道料金の基本使用料及び水道メーター使用料、下水道使用料の基本料金について、最大１２ヶ月分の減免措置を 

 令和７年度から引き続き実施。（水道料金の減免額については、ご利用いただいている水道の口径によって異なります。） 

 例）最も利用の多い口径２０ｍｍの場合 水道基本使用料５５５円 メーター使用料１３５円 下水道使用料１，０１７円で計２０，８４８円減免。 
 

事業者支援 

◆農業用肥料物価高騰対策支援給付事業  事業費：３５０万円 

 農業用肥料価格高騰の影響を受けている農業者・農業団体に対し、価格高騰の影響の緩和、農業経営の安定、生産意欲の向上等により営農継続を図る 

ことを目的に肥料購入費の補助を実施。 

肥料購入額から高騰前肥料見込額を引いて算出した肥料の高騰分に対し８割５分を補助。 

◆福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業  事業費：２１０万円 

 公定価格制度により、物価高騰による経費の増加を価格に転嫁できない介護サービス 3事業所（弥勒、みのり、訪問看護スィート）・障害福祉サービス 

3事業所（あんじゅ、かめさん、ソーシャルインクール）に対し、各サービスの安定的な提供体制を確保するため、光熱費・燃料費ごとに単価を設定 

しその見合い分を交付。 

※事業費の全部又は一部に本交付金を充当予定 
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